
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一

大
分
県
報
号
外
（
病
院
局
管
理
規
程
）

令

和

六

年

号

外

　

　

三
月
二
十
九
日

（　金 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
病
院
局
管
理
規
程

大
分
県
病
院
局
長
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正  

一

大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
改
正  

二

　
　
　
　
　
　
　
病
院
局
訓
令

大
分
県
病
院
局
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正  

三

大
分
県
病
院
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正  

三

大
分
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正  

三

○
病
院
局
管
理
規
程

　

大
分
県
病
院
局
長
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

大
分
県
病
院
局
長　
　

井　
　
　

上　
　
　

敏　
　
　

郎　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三
号

　
　
　
大
分
県
病
院
局
長
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
病
院
局
長
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規

程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
公
文
書
の
公
開
の
実
施
方
法
）

第
七
条　

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
実
施
機
関
が
定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の

の
閲
覧
若
し
く
は
写
し
の
交
付
又
は
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
視
聴
と
す
る
。
た
だ
し
、
大
分

県
病
院
局
長
が
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る

記
録
媒
体
を
い
う
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
公
開
請
求
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

る
提
供
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
四

　
　

　
　

　
　

  「

第
一
号
様
式
中

１
　

文
書

及
び

図
画

　
□

　
閲

覧
　

□
　

写
し

の
交

付

２
　

録
音

テ
ー

プ
及

び
ビ

デ
オ

テ
ー

プ
　

□
　

専
用

機
器

に
よ

り
再

生
し

た
も

の
の

視
聴

　
□

　
テ

ー
プ

に
複

写
し

た
も

の
の

交
付

３
　

そ
の

他
の

電
磁

的
記

録
　

□
　

用
紙

に
出

力
し

た
も

の
の

閲
覧

　
□

　
用

紙
に

出
力

し
た

も
の

の
写

し
の

交
付

　
□

　
専

用
機

器
に

よ
り

再
生

し
た

も
の

の
視

聴
　

□
　

磁
気

デ
ィ

ス
ク

等
に

複
写

し
た

も
の

の
交

付

を

」
   

「
□

　
閲

覧
・

視
聴

□
　

用
紙

に
複

写
し

、
又

は
出

力
し

た
も

の
の

写
し

の
交

付

□
　

電
磁

的
記

録
媒

体
に

複
写

し
た

も
の

の
交

付

に
改
め
︑
同
様
式
の
注

」
２
中「

電
磁

的
記

録
」

を「
公

開
の

実
施

の
方

法
」

に
︑「

事
情

」

を「
事

情
等

」

に
改
め
る
︒

　
第
二
号
様
式
中「

時
　

　
　

分
　

　
　

」

を「
時

　
　

　
分

　
か

ら
」

に
改
め
︑
同
様
式
の
注
１
中「

公
文

書
」

を「
情

報
セ

ン
タ

ー
又

は
地

区
情

報
コ

ー
ナ

ー
に

お
い

て
公

文
書

」

に
改
め
︑
同
様
式
中
注
２
を
削

り
︑
注
１
を
注
と
す
る
︒

　
第
三
号
様
式
中「

時
　

　
　

分
　

　
　

」

を「
時

　
　

　
分

　
か

ら
」

に
改
め
︑
同
様
式
の
注
３
中「

公
文

書
」

を「
情

報
セ

ン
タ

ー
又

は
地

区
情

報
コ

ー
ナ

ー
に

お
い

て
公

文
書

」

に
改
め
︑
同
様
式
中
注
４
を
削

り
︑
注
５
を
注
４
と
す
る
︒



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二

大
分
県
報
号
外
（
病
院
局
管
理
規
程
）

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
病
院
局
長
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
第
一
号

様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
及
び
第
九
号
様
式
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

大
分
県
病
院
局
長　
　

井　
　
　

上　
　
　

敏　
　
　

郎　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
四
号

　
　
　
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

（
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
三 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
十
一
条
第
三
項
中
「
在
勤
す
る
職
員
」
の
下
に
「
（
病
院
局
長
が
別
に
定
め
る
事
由
に
よ
り
、
同 

項
の
地
域
若
し
く
は
公
署
に
在
勤
し
た
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
職
員
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　

別
表
第
二
の
ハ
の
備
考
中
「
及
び
准
看
護
師
」
の
下
に
「
並
び
に
看
護
専
門
員
」
を
加
え
る
。

　
　

別
表
第
四
の
１
の
表
の
五
級
の
項
中
「
主
幹
」
の
下
に
「
又
は
専
門
幹
」
を
加
え
る
。

　
　

別
表
第
四
の
４
の
表
の
二
級
の
項
中
「
又
は
看
護
師
（
以
下
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
若
し 

く
は
看
護
師
（
以
下
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
又
は
看
護
専
門
員
」
に
改
め
、
同
表
の
三
級
の
項
中 

「
看
護
師
等
」
の
下
に
「
又
は
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
看
護
専
門
員
」
を
加

え
、
同
表
の
四
級
の
項
の
第
二
号
中
「
主
任
」
の
下
に
「
又
は
困
難
な
業
務
を
行
う
看
護
専
門
員
」
を
加

え
、
同
表
の
五
級
の
項
の
第
一
号
中
「
又
は
副
看
護
師
長
」
を
「
若
し
く
は
副
看
護
師
長
又
は
相
当
困
難 

な
業
務
を
行
う
看
護
専
門
員
」
に
改
め
、
同
表
の
六
級
の
項
中
「
又
は
副
部
長
」
を
「
若
し
く
は
副
部
長 

又
は
特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
看
護
専
門
員
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
九
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
方
公
務
員
法
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
人
事
評
価
を
実
施
す

る
た
め

､
病
院
局
長
か
ら
評
価
者
と
し
て
任
命
さ
れ
た
職
員

（管
理
職
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く

｡

）の
う
ち

､
病
院

局
長
が
定
め
る
職
員

0.25

（
大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
中
「
二
千
円
」
を
「
四
千
円
の
範
囲
内
で
病
院
局
長
が
定
め
る
額
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

（
大
分
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

大
分
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

（
大
分
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

大
分
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
四
十
二
号
中
「
Ｍ
Ｅ
セ
ン
タ
ー
」
を
「
Ｃ
Ｅ
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
の
表
の
Ｍ
Ｅ
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
Ｍ
Ｅ
セ
ン
タ
ー
」
を
「
Ｃ
Ｅ
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
表
の
主
査
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

専
門
員

必
要
な
課
、

セ
ン
タ
ー
、

室
又
は
班

上
司
の
命
を
受
け
、
課
、
セ
ン
タ
ー
、
室
又

は
班
の
事
務
を
処
理
す
る
。

　

第
九
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

看
護
専
門
員

必
要
な
部
又

は
室

上
司
の
命
を
受
け
、
助
産
及
び
看
護
に
関
す

る
業
務
を
処
理
す
る
。

　

（
大
分
県
病
院
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

　
　

　
　

　
　

　
「

第
九
号
様
式
中

公
開

を
実

施
す

る
日

　
　

年
　

　
月

　
　

日
  

を

」
  　

「

公
開

を
実

施
す

る
日

時
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

　
か

ら

に
改
め
る
︒

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

」



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

三

大
分
県
報
号
外
（
病
院
局
管
理
規
程
・
病
院
局
訓
令
）

第
五
条　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
の
事
務
又
は
技
術
の
項
中
「
専
門
員
」
の
下
に
「
、
看
護
専
門
員
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
病
院
局
訓
令

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
一
号

本　
　
　

局　

病　
　
　

院　

　

大
分
県
病
院
局
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
年
大
分
県
病
院
局
訓
令
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

大
分
県
病
院
局
長　
　

井　
　
　

上　
　
　

敏　
　
　

郎　

　

第
三
条
第
八
項
中
「
臨
時
的
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書
」
を
「
臨
時
的
任
用
職
員
面
談
・
能
力
評

価
調
書
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
臨
時
的
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書
に
よ
り
、
」
を
「
臨
時
的
任
用
職
員
面
談 

・
能
力
評
価
調
書
に
よ
る
評
価
そ
の
他
」
に
改
め
る
。

　

第
五
号
様
式
中
「第

３
条
関
係

」
を
「第

３
条

、
第
８
条
関
係

」
に
、
「臨

時
的
任
用
職
員
面
談
・
人
事

評
価
調
書

」
を
「臨

時
的
任
用
職
員
面
談
・
能
力
評
価
調
書

」
に
、
「●

人
事
評
価

」
を
「●

能
力
評
価

」

に
、
「人

事
評
価
の

」
を
「能

力
評
価
の

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
二
号

本　
　
　

局　

病　
　
　

院　

　

大
分
県
病
院
局
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
二
十
三
年
大
分
県
病
院
局
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

大
分
県
病
院
局
長　
　

井　
　
　

上　
　
　

敏　
　
　

郎　

　

別
表
第
一
の
四
の
項
の
次
長
の
欄
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

十　

規
程
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の

　
　

交
付
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
適
当
と
認
め
る
こ
と
。

　

別
表
第
一
の
九
の
項
の
次
長
の
欄
第
二
号
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表

の
十
一
の
項
の
次
長
の
欄
第
十
五
号
中
「
第
二
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
三
項
」

に
改
め
、
「
又
は
九
十
日
を
超
え
る
そ
の
他
の
私
傷
病
」
を
削
る
。

　

別
表
第
二
の
二
の
部
の
イ
の
款
の
六
の
項
の
事
務
局
長
の
欄
第
一
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改

め
、
同
欄
第
二
号
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
項
の
課
長
の
欄
第
一
号
中
「
第
十
条
第
一

項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に

改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
三
号

本　
　
　

局　

病　
　
　

院　

　

大
分
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
大
分
県
病
院
局
訓
令
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

大
分
県
病
院
局
長　
　

井　
　
　

上　
　
　

敏　
　
　

郎　

　

第
三
条
第
九
項
中
「
会
計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
能

力
評
価
調
書
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
中
「
又
は
同
法
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
会
計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書
に
よ
り
、
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員

面
談
・
能
力
評
価
調
書
に
よ
る
評
価
そ
の
他
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
期
末
手
当
」
を
「
期
末
手
当
及
び
勤

勉
手
当
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

　

（
勤
勉
手
当
の
額
）

第
十
七
条
の
二　

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
病
院
局
長
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
病
院
局
長
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
勤
勉
手
当
が
支
給

さ
れ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
を
超
え



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

四

大
分
県
報
号
外
（
病
院
局
訓
令
）

て
は
な
ら
な
い
。

　

（
勤
勉
手
当
基
礎
額
）

第
十
七
条
の
三　

第
十
六
条
の
規
定
は
、
前
条
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
）

第
十
七
条
の
四　

第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
は
、
次
条
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任

用
職
員
の
勤
務
期
間
に
よ
る
割
合
（
同
条
に
お
い
て
「
期
間
率
」
と
い
う
。
）
に
第
十
七
条
の
七
に
規
定

す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
（
同
条
に
お
い
て
「
成
績
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ

て
得
た
割
合
と
す
る
。

　

（
勤
勉
手
当
の
期
間
率
）

第
十
七
条
の
五　

期
間
率
は
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の

勤
務
期
間
の
区
分
に
応
じ
て
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
定
め
る
割
合
と
す
る
。

　

（
勤
勉
手
当
の
算
定
基
礎
と
な
る
勤
務
期
間
）

第
十
七
条
の
六　

第
十
七
条
の
規
定
は
、
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
条
の
二
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

　

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
）

第
十
七
条
の
七　

成
績
率
は
、
百
分
の
二
百
十
以
下
の
範
囲
内
で
、
病
院
局
長
が
定
め
る
。

　

第
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
期
末
手
当
」
を
「
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
」
に
改
め
る
。　

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
四
号
イ
⑵
」
を
「
第
二
条
第
五
号
イ
⑵
」
に
、
同
条
第
二
項
第
二
号

中
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「会

計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書

」
を
「会

計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
能
力

評
価
調
書

」
に
改
め
る
。

　

第
五
号
様
式
中
「期

末
手
当

」
の
次
に
「及
び
勤
勉
手
当

」
を
加
え
る
。

　

第
六
号
様
式
中
「会

計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書

」
を
「会

計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
能
力

評
価
調
書

」
に
、
「●

人
事
評
価

」
を
「●

能
力
評
価

」
に
、
「人

事
評
価
の

」
を
「能

力
評
価
の

」
に
改

め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


